
■嘱託人氏名

実質的支配者となるべき者の該当事由（①から④までのいずれかの左側の□内に✔印を付してください。）（※1）
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※８ 　「実質的支配者該当性の根拠資料」欄は、該当するものを○で囲み、定款以外の資料がある場合には、その原本又は写しを添
付する。また、実質的支配者となるべき者の本人特定事項等が明らかになる資料も添付する（自然人の場合には、運転免許証、
旅券、個人番号カード（マイナンバーカード）、在留カード等の写し等、法人の場合には、全部事項証明書及び印鑑証明書の原本
又は写し）。

（暴力団員等に）

（暴力団員等に）

「国籍等」欄は、日本国籍の場合は「日本」を◯で囲み、日本国籍を有しない場合は「その他」を◯で囲んで具体的な国名等を
（　）内に記載する。

「性別」欄は、該当するものを○で囲む。

「議決権割合」欄は、❶及び❷の場合のみ記載する。

「住居、氏名」欄には、❶の場合は、該当する者１名を記載し、❷から❹までの場合は、該当者全員を記載する。

犯収法施行規則１１条４項によって、上場企業等及びその子会社は自然人とみなされるので、上記自然人の「住居、氏名」欄に、
その「住所、名称」を記載する。

　実質的支配者となるべき者が暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号）、国際テロリスト（国
際連合安全保障理事会決議第1267号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法第３条第１項の規定に
より公告されている者若しくは同法第４条第１項の規定による指定を受けている者）又は大量破壊兵器関連計画等関係者（国際
連合安全保障理事会決議第1267号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法第３条第２項の規定により
公告されている者）のいずれにも該当しない場合には、「暴力団員等該当性」欄の「非該当」を○で囲み、いずれかに該当する場
合には、「該当」を○で囲む。なお、該当する選択肢を○で囲むことに代えて、実質的支配者となるべき者が作成したその旨の表
明保証書を提出することも可能である。

議決権
　割合

　当該自然人が有する当該会社の議決権が当該会社の議決権の総数に占める割合

　当該自然人の支配法人（当該自然人がその議決権の総数の５０％を超える議決権を有する法人をいう。この場合において、当
該自然人及びその一若しくは二以上の支配法人又は当該自然人の一若しくは二以上の支配法人が議決権の総数の５０％を超
える議決権を有する他の法人は、当該自然人の支配法人とみなす。）が有する当該会社の議決権が当該会社の議決権の総数
に占める割合

昭和36年12月12日生

（暴力団員等に）

❶の５０％及び❷の２５％の計算は、次に掲げる割合を合計した割合により行う（犯収法施行規則１１条３項）。

男

100.0%

定款山 下 五 郎

生　年
月　日

非該当

（公証役場名）

小岩
(商号）

実質的支配者となるべき者の申告書（株式会社用）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　殿

株式会社しあわせ動物

認証担当公証人

千葉県千葉市花見川区幕張本郷６－２５－８－１０２

の成立時に実質的支配者となるべき者の本人特定事項等及び暴力団員等該当性について、以下のとおり、申告する。

ミーミル行政書士事務所　星山直規

■嘱託人住所

　設立する会社の議決権の総数の５０％を超える議決権を直接又は間接に有する自然人となるべき者（この者が当該会社の事
業経営を実質的に支配する意思又は能力がないことが明らかな場合を除く。）：犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規
則（以下「犯収法施行規則」という。）１１条２項１号参照

　❶に該当する者がいない場合は、設立する会社の議決権の総数の２５％を超える議決権を直接又は間接に有する自然人とな
るべき者（この者が当該会社の事業経営を実質的に支配する意思又は能力がないことが明らかな場合又は他の者が設立する
会社の議決権の総数の５０％を超える議決権を直接又は間接に有する場合を除く。）：犯収法施行規則１１条２項１号参照

　❶及び❷のいずれにも該当する者がいない場合は、出資、融資、取引その他の関係を通じて、設立する会社の事業活動に支
配的な影響力を有する自然人となるべき者：犯収法施行規則１１条２項２号参照

実質的支配者となるべき者の該当事由（①から④までのいずれかの左側の□内に✔印を付してください。）（※1）

住居 東京都江戸川区西瑞江３－３－３
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　❶、❷及び❸のいずれにも該当する者がいない場合は、設立する会社を代表し、その業務を執行する自然人となるべき者：犯
収法施行規則１１条２項４号参照

暴力団員等該当性（※4）
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